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権
を
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る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
及
び
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え

八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万

に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ

て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）  
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大
分
県
告
示
第
四
百
五
十
二
号

　

家
畜
改
良
増
殖
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
令
和
五 

年
度
の
臨
時
種
畜
検
査
に
合
格
し
た
種
畜
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

㈱
イ
ン
タ
ー
プ
リ
ン
ツ　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

　
　

令
和
五
年
十
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

種
畜
証
明
書
番
号

名
前

（
登
録
・
登
記
番
号
）

品
種

検
査
成
績

令
五
大
分
県
臨
二
第
一
号

茂
清

富
 

（
2022 子

大
分

黒
 2785）

黒
毛
和
種

二
級

令
五
大
分
県
臨
二
第
二
号

秀
保

久
（

2022 子
大

分
黒

 4961）

黒
毛
和
種

二
級

令
五
大
分
県
臨
二
第
三
号

竹
東

豊
（

2022 子
受

卵
大

黒
 5549）

黒
毛
和
種

二
級

大
分
県
告
示
第
四
百
五
十
三
号

　

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二

十
八
条
第
七
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間
を
更
新
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

名
称
及
び
所
在
場
所

存
続
期
間

区　

域　

及　

び　

面　

積

姫
島
鳥
獣
保
護
区

（
姫
島
村
）

令
五
・
一
一
・
一

～
令
一
五
・
一
〇

・
三
一

　

姫
島
村
の
観
音
崎
を
起
点
と
し
、
観
音
崎
か
ら
丸
石 

鼻
を
見
通
し
た
線
、
丸
石
鼻
か
ら
金
崎
に
進
み
、
金
漁 

港
に
至
り
、
同
港
か
ら
柱
ヶ
岳
鼻
、
ハ
イ
タ
テ
ノ
鼻
、 

ス
鼻
を
進
み
、
観
音
崎
に
至
る
海
岸
線
に
囲
ま
れ
た
区 

域
及
び
柱
ヶ
岳
付
近
の
岩
礁
を
含
む
全
島
の
面
積
八
一 

五
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
区
域

城
島
高
原
鳥
獣
保
護
区

（
別
府
市
・
由
布
市
）

令
五
・
一
一
・
一

～
令
一
五
・
一
〇

・
三
一

　

別
府
市
大
字
鶴
見
の
別
府
市
と
由
布
市
湯
布
院
町
と

の
境
界
と
由
布
市
湯
布
院
町
塚
原
温
泉
か
ら
鍋
山
に
通

じ
る
山
道
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
山
道
を
東
に
進

み
、
市
道
明
礬
鍋
山
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を

南
東
に
進
み
、
市
道
明
礬
内
山
線
と
の
交
点
に
至
り
、

同
市
道
を
東
に
進
み
、
国
道
五
〇
〇
号
と
の
交
点
に
至

り
、
同
国
道
を
東
に
進
み
、
県
道
別
府
一
の
宮
線
と
の

交
点
に
至
り
、
同
県
道
を
南
西
に
進
み
、
別
府
市
南
立

石
の
通
称
「
七
曲
」
の
第
一
カ
ー
ブ
に
至
り
、
同
所
か

ら
国
有
林
（
官
行
造
林
）
と
別
府
市
有
林
と
の
境
界
の

谷
を
南
に
進
み
、
柳
原
三
角
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
稜

線
に
沿
っ
た
防
火
線
を
南
に
進
み
、
林
道
志
高
乙
原
線

に
至
り
、
同
林
道
を
北
に
進
み
櫛
下
林
道
と
の
交
点
に

至
り
、
同
林
道
を
北
東
に
進
み
、
市
道
朝
見
枝
郷
合
棚

後
畑
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
南
西
に
進
み
、 

市
道
前
山
二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
北
西
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二
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に
進
み
、
市
道
朝
見
枝
郷
合
棚
後
畑
線
と
の
交
点
に
至

り
、
同
市
道
を
西
に
進
み
、
県
道
別
府
庄
内
線
と
の
交 

点
に
至
り
、
同
県
道
を
北
西
に
進
み
、
県
道
東
山
庄
内 

線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
県
道
を
南
西
に
進
み
、
市
道 

捏
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
西
に
進
み
、
市
道

山
ノ
口
捏
山
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
北
西
に

進
み
、
九
州
林
産
所
有
山
林
の
防
火
線
に
至
り
、
同
防

火
線
を
北
東
に
進
み
、
国
有
林
（
官
行
造
林
）
と
民
有

林
と
の
境
界
に
至
り
、
同
境
界
を
北
に
進
み
、
東
山
い

こ
い
の
森
カ
ラ
マ
ツ
遊
歩
道
と
の
交
点
に
至
り
、
同
遊

歩
道
を
南
西
に
進
み
、
東
山
い
こ
い
の
森
管
理
車
道
と

の
交
点
に
至
り
、
同
管
理
車
道
を
西
に
進
み
、
県
道
別

府
一
の
宮
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
県
道
を
西
に
進

み
、
別
府
市
と
由
布
市
湯
布
院
町
と
の
境
界
に
至
り
、

同
県
道
を
南
西
に
進
み
、
県
道
別
府
湯
布
院
線
と
の
交

点
に
至
り
、
同
県
道
を
北
西
に
進
み
、
県
道
鳥
越
湯
布

院
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
県
道
を
北
東
に
進
み
、
大

分
自
動
車
道
と
の
交
点
に
至
り
、
同
自
動
車
道
を
北
東 

に
進
み
、
県
道
塚
原
天
間
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
県 

道
を
北
東
に
進
み
、
市
道
塚
原
温
泉
線
と
の
交
点
に
至 

り
、
同
市
道
を
東
に
進
み
、
起
点
に
至
る
線
に
囲
ま
れ 

た
面
積
四
、
八
五
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
区
域　
　
　
　
　

霊
山
鳥
獣
保
護
区

（
大
分
市
）

令
五
・
一
一
・
一

～
令
一
五
・
一
〇

・
三
一

　

大
分
市
大
字
稙
田
字
下
芹
の
国
道
四
四
二
号
と
県
道 

下
世
利
寒
田
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
県
道
を
南 

東
に
進
み
、
市
道
仲
村
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同 

市
道
を
南
東
に
進
み
、
市
道
口
戸
高
瀬
線
と
の
交
点
に 

至
り
、
同
市
道
を
南
西
に
進
み
、
市
道
木
ノ
上
露
線
と 

の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
南
に
進
み
、
霊
山
登
山
道

と
の
交
点
に
至
り
、
同
登
山
道
を
南
に
進
み
、
霊
山
山

頂
に
至
り
、
同
所
か
ら
霊
山
寺
南
東
側
の
県
営
林
四
四

林
班
境
を
南
東
に
進
み
、
隣
接
す
る
県
営
林
四
五
林
班

と
の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
山
道
を
谷
筋

に
沿
っ
て
東
北
東
に
進
み
、
主
要
地
方
道
大
分
大
野
線

の
上
石
川
に
架
か
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋
に
至
り
、
同
所

か
ら
同
主
要
地
方
道
を
南
東
に
進
み
、
林
道
御
座
ケ
岳

線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
林
道
を
北
西
に
進
み
、
市
道

上
判
田
・
栖
野
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
西
へ

進
み
、
県
民
の
森
サ
イ
ク
リ
ン
グ
道
路
と
の
交
点
に
至

り
、
同
サ
イ
ク
リ
ン
グ
道
路
を
北
に
進
み
、
市
道
栖
野 

一
号
線
に
至
る
山
道
と
の
交
点
に
至
り
、
同
山
道
を
北 

東
に
進
み
、
市
道
廻
栖
野
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、 

同
市
道
を
北
に
進
み
、
国
道
四
四
二
号
と
の
交
点
に
至 

り
、
同
国
道
を
北
東
に
進
み
、
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま 

れ
た
面
積
六
〇
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
区
域　
　
　
　
　
　

黒
岳
鳥
獣
保
護
区

（
由
布
市
・
竹
田
市
）

令
五
・
一
一
・
一

～
令
一
五
・
一
〇
　

由
布
市
庄
内
町
大
字
阿
蘇
野
の
県
道
田
野
庄
内
線
と 

白
泉
荘
へ
向
か
う
私
道
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
私
道

・
三
一

を
南
東
に
進
み
、
白
泉
荘
を
経
て
黒
嶽
荘
に
至
り
、
同 

所
か
ら
山
道
を
南
西
に
進
み
、
黒
岳
国
有
林
五
一
林
班 

の
巡
視
道
の
交
点
に
至
り
、
同
巡
視
道
を
南
西
に
進 

み
、
由
布
市
庄
内
町
と
竹
田
市
久
住
町
と
の
境
界
と
大

船
山
国
有
林
五
〇
林
班
と
の
交
点
に
至
り
、
同
国
有
林

境
を
南
西
に
進
み
、
大
船
山
国
有
林
四
八
林
班
と
の
境

界
に
至
り
、
同
国
有
林
と
民
有
林
の
境
界
を
北
西
に
進

み
、
大
船
山
国
有
林
四
七
林
班
と
の
境
界
に
至
り
、
同

国
有
林
四
八
林
班
と
四
七
林
班
と
の
境
界
を
北
西
に
進

み
、
竹
田
市
久
住
町
と
由
布
市
庄
内
町
と
の
境
界
と
の

交
点
に
至
り
、
同
境
界
を
北
西
に
進
み
、
九
重
町
、
竹

田
市
久
住
町
及
び
由
布
市
庄
内
町
と
の
境
界
と
の
交
点

に
至
り
、
同
所
か
ら
九
重
町
と
由
布
市
庄
内
町
と
の
境

界
を
北
に
進
み
、
立
石
国
有
林
二
二
五
林
班
と
民
有
林

と
の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
境
界
を
南
東
に
進

み
、
立
石
国
有
林
五
三
林
班
及
び
同
五
二
林
班
と
民
有

林
と
の
境
界
を
南
に
進
み
、
阿
蘇
野
地
区
共
有
林
の
稜

線
に
沿
っ
た
防
火
線
を
南
に
進
み
、
阿
蘇
野
川
の
男
池

の
滝
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
川
左
岸
を
東
に
進
み
、
県

道
田
野
庄
内
線
に
架
か
る
平
連
橋
に
至
り
、
同
所
か
ら

同
県
道
を
南
東
に
進
み
、
起
点
に
至
る
線
に
囲
ま
れ
た

面
積
一
、
五
八
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
区
域　
　
　
　
　
　

英
彦
山
鳥
獣
保
護
区

（
中
津
市
）

令
五
・
一
一
・
一

～
令
一
五
・
一
〇

・
三
一

　

中
津
市
山
国
町
槻
木
の
平
鶴
国
有
林
大
分
西
部
森
林

管
理
署
事
業
区
二
林
班
か
ら
一
四
林
班
ま
で
の
面
積

一
、
一
五
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
区
域　
　
　
　
　
　
　

風
土
記
の
丘
鳥
獣
保

護
区

（
宇
佐
市
）

令
五
・
一
一
・
一

～
令
一
五
・
一
〇

・
三
一

　

宇
佐
市
大
字
法
鏡
寺
の
国
道
一
〇
号
と
県
道
宇
佐
本

耶
馬
渓
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
県
道
を
北
東
に 

進
み
、
県
道
中
津
高
田
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
県
道

を
東
に
進
み
、
駅
館
川
に
至
り
、
同
川
左
岸
を
北
に
進

み
、
大
字
神
子
山
新
田
字
大
州
の
三
角
点
（
四
・
七
メ 

ー
ト
ル
）
に
至
り
、
同
所
か
ら
対
岸
の
長
洲
漁
港
防
波

堤
先
端
見
通
し
線
上
を
東
に
進
み
、
同
防
波
堤
先
端
に

至
り
、
同
所
か
ら
同
川
右
岸
を
南
に
進
み
、
Ｊ
Ｒ
日
豊

線
に
至
り
、
同
本
線
を
東
に
進
み
、
県
道
長
洲
宇
佐
神

宮
線
に
至
り
、
同
県
道
を
南
西
に
進
み
、
国
道
一
〇
号

と
の
交
点
に
至
り
、
同
国
道
を
西
に
進
み
、
駅
館
川
と

の
交
点
（
瀬
社
橋
）
に
至
り
、
同
川
右
岸
を
南
に
進

み
、
県
道
宇
佐
イ
ン
タ
ー
線
の
拝
田
橋
に
至
り
、
同
橋

を
北
西
に
進
み
、
駅
館
川
左
岸
に
至
り
、
同
川
左
岸
を

北
東
に
進
み
、
国
道
三
八
七
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同

国
道
を
北
に
進
み
、
市
道
中
原
別
府
桜
堤
線
（
サ
イ
ク

リ
ン
グ
ロ
ー
ド
）
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
北
東

に
進
み
、
市
道
別
府
橋
横
断
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同

市
道
を
東
に
進
み
、
駅
館
川
に
至
り
、
同
川
左
岸
を
北

に
進
み
、
国
道
一
〇
号
と
の
交
点
（
瀬
社
橋
）
に
至 

り
、
同
国
道
を
西
に
進
み
、
起
点
に
至
る
線
に
囲
ま
れ



令
和
五
年
十
月
二
十
七
日

三

大
分
県
報
（
告
示
）

た
面
積
六
五
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
区
域　
　
　
　
　
　
　

仙
崎
公
園
鳥
獣
保
護

区（
佐
伯
市
）

令
五
・
一
一
・
一

～
令
一
五
・
一
〇

・
三
一

　

佐
伯
市
蒲
江
大
字
西
野
浦
の
市
道
仙
崎
線
と
市
道
仙

崎
高
平
線
（
サ
イ
ク
リ
ン
グ
ロ
ー
ド
）
と
の
交
点
を
起

点
と
し
、
市
道
仙
崎
線
を
東
に
進
み
、
仙
崎
地
蔵
尊
へ

向
か
う
作
業
道
と
の
交
点
に
至
り
、
同
作
業
道
を
北
東

に
進
み
、
同
作
業
道
の
終
点
に
至
り
、
終
点
か
ら
仙
崎

鼻
を
見
通
し
た
線
上
を
北
東
に
進
み
、
仙
崎
鼻
に
至

り
、
同
所
か
ら
海
岸
線
を
南
西
に
進
み
、
び
し
ゃ
ご
を

通
り
、
同
海
岸
線
を
南
西
に
進
み
、
市
道
仙
崎
高
平
線

に
隣
接
し
て
い
る
展
望
台
の
尾
根
か
ら
南
に
向
か
っ
て

海
岸
線
に
下
り
た
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
尾
根
を

北
に
進
み
、
同
展
望
台
に
至
り
、
同
市
道
を
北
東
に
進

み
、
起
点
に
至
る
線
に
囲
ま
れ
た
面
積
一
六
〇
ヘ
ク
タ 

ー
ル
の
区
域　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
山
ダ
ム
鳥
獣
保
護

区（
日
田
市
）

令
五
・
一
一
・
一

～
令
一
五
・
一
〇

・
三
一

　

西
峰
隧
道
の
入
り
口
を
起
点
と
し
、
県
道
日
田
鹿
本

線
を
前
津
江
町
大
野
方
向
に
進
み
、
緑
鷹
橋
の
横
を
通

り
、
上
山
橋
を
渡
り
、
上
山
の
市
道
上
山
線
と
の
交
点

に
至
り
、
同
線
（
市
道
）
を
北
東
に
進
み
、
緑
鷹
橋
に

至
り
、
竹
の
迫
林
道
を
東
へ
進
み
、
同
林
道
終
点
に
至

り
、
ダ
ム
湖
面
（
満
水
時
）
と
陸
地
と
の
境
を
竹
の
迫

へ
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
進
み
、
竹
の
迫
橋
に
至
り
、
市
道

西
釣
線
を
ダ
ム
下
流
方
向
へ
進
み
、
赤
石
川
の
西
釣
橋

を
経
て
県
道
日
田
鹿
本
線
に
至
り
、
同
県
道
を
前
津
江

町
方
向
へ
進
み
、
起
点
に
至
る
線
に
囲
ま
れ
た
九
五
ヘ

ク
タ
ー
ル
の
区
域　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
四
百
五
十
四
号

　

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
十

四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
鳥
獣
（
イ
ノ
シ
シ
・
シ
カ
）
の
捕
獲
等
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
区
域
を
指
定
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

名
称
及
び
所
在
場
所

存
続
期
間

区　

域　

及　

び　

面　

積

鴨
川
特
例
休
猟
区

（
杵
築
市
）

令
五
・
一
一
・
一

～
令
八
・
一
〇
・

三
一

　

杵
築
市
大
字
鴨
川
の
市
道
オ
レ
ン
ジ
ロ
ー
ド
杵
築
線 

と
県
道
成
仏
杵
築
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
県
道 

を
北
に
進
み
、
杵
築
市
と
国
東
市
と
の
境
界
に
至
り
、 

同
境
界
を
南
東
に
進
み
、
市
道
オ
レ
ン
ジ
ロ
ー
ド
杵
築 

線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
南
西
に
進
み
、
起
点 

に
至
る
線
に
囲
ま
れ
た
面
積
九
三
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
区 

域 

田
中
特
例
休
猟
区

（
豊
後
大
野
市
）

令
五
・
一
一
・
一

～
令
八
・
一
〇
・

三
一

　

豊
後
大
野
市
大
野
町
大
字
十
時
の
市
道
十
時
酒
井
寺
線 

と
県
道
大
分
大
野
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
市
道
を

南
西
に
進
み
、
市
道
酒
井
寺
北
園
線
と
の
交
点
に
至
り
、

同
市
道
を
西
に
進
み
、
市
道
平
岡
線
と
の
交
点
に
至
り
、

同
市
道
を
北
西
に
進
み
、
市
道
神
角
寺
支
線
と
の
交
点
に

至
り
、
同
市
道
を
北
西
に
進
み
、
林
道
神
角
寺
線
と
の
交

点
に
至
り
、
同
林
道
を
北
に
進
み
、
林
道
烏
帽
子
・
神
角

線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
林
道
を
北
東
に
進
み
、
林
道
鎧

岳
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
林
道
を
東
に
進
み
、
豊
後
大

野
市
と
大
分
市
と
の
境
界
に
至
り
、
同
境
界
を
南
東
に
進

み
、
林
道
鎧
岳
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
林
道
を
東
に
進

み
、
県
道
三
重
野
津
原
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
県
道
を

南
に
進
み
、
市
道
師
田
原
高
野
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同

市
道
を
北
東
に
進
み
、
師
田
原
ダ
ム
管
理
道
路
と
の
交
点

に
至
り
、
同
管
理
道
路
を
南
東
に
進
み
、
県
道
大
分
大
野

線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
県
道
を
南
に
進
み
、
起
点
に
至

る
線
に
囲
ま
れ
た
面
積
一
、
五
四
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
区
域

長
者
原
特
例
休
猟
区

（
九
重
町
）

令
五
・
一
一
・
一

～
令
八
・
一
〇
・

三
一

　

県
道
別
府
一
の
宮
線
と
県
道
田
野
庄
内
線
と
町
道
硫
黄 

山
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
県
道
別
府
一
の
宮
線
を
北 

東
へ
と
進
み
、
県
道
田
野
庄
内
線
と
の
交
点
に
至
り
、
県 

道
田
野
庄
内
線
を
北
東
へ
と
進
み
、
由
布
市
庄
内
町
と
の 

境
界
に
至
り
、
同
境
界
を
南
西
へ
と
進
み
、
竹
田
市
久
住 

町
と
の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、
久
住
町
と
の
境
界
を
北 

東
へ
進
み
、
硫
黄
山
道
と
の
交
点
に
至
り
、
同
山
道
を
北 

西
へ
と
進
み
、
町
道
硫
黄
山
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
町 

道
を
北
へ
と
進
み
、
起
点
に
至
る
区
域
に
囲
ま
れ
た
面
積 

九
八
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
区
域　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
谷
南
特
例
休
猟
区

（
中
津
市
）

令
五
・
一
一
・
一

～
令
八
・
一
〇
・

三
一

　

中
津
市
本
耶
馬
渓
町
大
字
落
合
の
国
道
五
〇
〇
号
と 

県
道
落
合
斉
藤
線
と
の
交
差
点
を
起
点
と
し
、
国
道
五 

〇
〇
号
を
南
東
に
進
み
、
中
津
市
と
宇
佐
市
と
の
境
界 

に
至
り
、
同
境
界
を
南
に
進
み
、
県
道
落
合
斉
藤
線
と 

の
交
差
点
に
至
り
、
同
県
道
を
南
に
進
み
、
起
点
に
至 

る
線
に
囲
ま
れ
た
面
積
一
、
九
五
七
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
区 

域

大
分
県
告
示
第
四
百
五
十
五
号

　

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三

十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
（
銃
）
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

名
称
及
び
所
在
場
所

存
続
期
間

区　

域　

及　

び　

面　

積



令
和
五
年
十
月
二
十
七
日

四

大
分
県
報
（
告
示
）

桂
川
特
定
猟
具
（
銃
）

使
用
禁
止
区
域

（
豊
後
高
田
市
）

令
五
・
一
一
・
一

～
令
一
五
・
一
○ 

・
三
一

　

豊
後
高
田
市
大
字
森
の
市
道
泉
橋
森
線
と
西
国
東
地 

区
広
域
農
道
と
の
交
点
（
知
恩
寺
橋
東
）
を
起
点
と 

し
、
同
広
域
農
道
を
西
に
進
み
、
県
道
豊
後
高
田
安
岐 

線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
県
道
を
西
に
進
み
、
市
道
金 

屋
上
北
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
北
に
進
み
、 

市
道
新
町
上
町
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
西
に 

進
み
、
国
道
二
一
三
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
国
道
を

北
に
進
み
、
桂
川
左
岸
と
の
交
点
（
恵
比
須
橋
）
に
至 

り
、
同
川
左
岸
を
北
西
に
進
み
、
海
岸
線
と
の
交
点
に 

至
り
、
同
所
か
ら
石
部
川
に
架
か
る
石
部
橋
北
端
を
見 

通
し
た
線
上
を
進
み
、
同
石
部
橋
に
至
り
、
同
所
か
ら 

県
道
高
田
港
線
を
南
東
に
進
み
、
市
道
玉
津
海
岸
線
と 

の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
南
東
に
進
み
、
市
道
御
玉 

泉
橋
線
と
の
交
点
（
御
玉
橋
）
に
至
り
、
同
市
道
を
南 

東
に
進
み
、
市
道
泉
橋
森
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市 

道
を
東
に
進
み
、
起
点
に
至
る
線
に
囲
ま
れ
た
面
積
一 

五
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
区
域　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
四
百
五
十
六
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
十
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区　
　
　

間

区
域
変
更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

延　
　

長

備
考

県
道
田
野
宝

泉
寺
停
車
場

線

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
町

田
字
山
ノ
神
三
〇
七
六

番
四
地
先
か
ら

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
町

田
字
山
ノ
神
三
〇
六
六

番
一
地
先
ま
で

前

Ａ

メ
ー
ト
ル

 

一
一
・
四

～　

四
・
六

メ
ー
ト
ル

二
六
四
・
一

上
記
Ａ

及
び
Ｂ

は
、
関

係
図
面

に
表
示

す
る
敷

地
の
区

分
を
い

う
。

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
町

田
字
山
ノ
神
三
〇
七
七

番
か
ら

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
町

田
字
山
ノ
神
三
〇
六
六

番
一
地
先
ま
で

後

Ａ

三
八
・
二

　

～　

四
・
六

二
六
五
・
〇

Ｂ

三
八
・
二

　

～　

四
・
八

二
三
二
・
九

大
分
県
告
示
第
四
百
五
十
七
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
十
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供　

用　

開　

始　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

一
般
国
道
二
一
二
号

日
田
市
大
字
三
和
字
郡
町
四
四
番
九
か
ら

日
田
市
大
字
三
和
字
喜
四
郎
一
五
九
番
四
ま
で

令
五
・
一
〇
・
二
七

大
分
県
告
示
第
四
百
五
十
八
号

　

大
分
県
が
管
理
す
る
港
湾
施
設
の
概
要
（
昭
和
四
十
三
年
大
分
県
告
示
第
二
百
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

な
お
、
関
係
図
面
は
、
大
分
県
土
木
建
築
部
港
湾
課
及
び
大
分
土
木
事
務
所
大
分
港
振
興
室
に
備
え
置
い

て
一
般
の
供
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

　

一　

大
分
港
の
㈡
概
要
の
大
在
地
区
の
表
中

「

百

く
ん
蒸
庫

三
〇
三
平
方
メ
ー
ト
ル

」
を

「

百

倉

庫

三
〇
三
平
方
メ
ー
ト
ル

」
に

改
め
る
。

大
分
県
告
示
第
四
百
五
十
九
号

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五

十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。



令
和
五
年
十
月
二
十
七
日

五

大
分
県
報
（
告
示
）

　
　

令
和
五
年
十
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

指
定
区

域
の
名

称

所
在
地

 
指
定
の
区
分

土
砂
災

害
の
発

生
原
因

と
な
る

自
然
現

象
の
種

類

区
域
の

表
示

法
第
九
条
第
二
項
に
規
定

す
る
土
砂
災
害
警
戒
区
域

等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防

止
対
策
の
推
進
に
関
す
る

法
律
施
行
令
（
平
成
十
三

年
政
令
第
八
十
四
号
）
で

定
め
る
事
項

備
　
考

萩
原
①

日
田
市

大
字
羽

田

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

（「
別
図
」
は
、

省
略
し
、
日
田
土

木
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に

供
す
る
。）　
　
　

東
羽
田

町
⑤

日
田
市

大
字
羽

田

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

東
羽
田

町
⑥

日
田
市

大
字
羽

田

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

東
羽
田

町
⑦

日
田
市

大
字
羽

田

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

東
羽
田

町
⑧

日
田
市

大
字
羽

田

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

東
羽
田

町
⑨

日
田
市

大
字
羽

田

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

伏
木
町

②

日
田
市

大
字
花

月

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

伏
木
町

③

日
田
市

大
字
花

月

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

伏
木
町

④

日
田
市

大
字
花

月

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

伏
木
町

⑤

日
田
市

大
字
花

月

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

伏
木
町

⑥

日
田
市

大
字
花

月

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

竹
尾
⑤

日
田
市

大
字
小

野

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

竹
尾
⑥

日
田
市

大
字
小

野

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

足
刈
⑦

日
田
市

大
字
小

野

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

足
刈
⑧

日
田
市

大
字
小

野

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

堺
の
谷

②

日
田
市

大
字
小

野

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り



令
和
五
年
十
月
二
十
七
日

六

大
分
県
報
（
告
示
）

鶴
河
内

②

日
田
市

大
字
鶴

河
内

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

鶴
河
内

③

日
田
市

大
字
鶴

河
内

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

柚
ノ
木

③

日
田
市

大
字
鶴

河
内

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

柚
ノ
木

④

日
田
市

大
字
鶴

河
内

土
砂
災
害
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

柚
ノ
木

⑤

日
田
市

大
字
鶴

河
内

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

向
丸
尾

②

日
田
市

大
字
鶴

河
内

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

下
河
内

③

日
田
市

大
字
鶴

河
内

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

鶴
河
内

町
③

日
田
市

大
字
鶴

河
内

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

鶴
河
内

町
④

日
田
市

大
字
鶴

河
内

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

下
河
内

④

日
田
市

大
字
鶴

土
砂
災
害
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

別
図
の

と
お
り

河
内

壊

大
肥
②

日
田
市

大
字
大

肥

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

大
肥
本

町
③

日
田
市

大
字
大

肥

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

大
肥
本

町
④

日
田
市

大
字
大

肥

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

中
島
②

日
田
市

大
字
大

肥

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

釜
戸
②

日
田
市

大
字
鶴

河
内

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

釜
戸
③

日
田
市

大
字
鶴

河
内

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

夜
明
関

町
⑥

日
田
市

大
字
夜

明

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

夜
明
関

町
⑦

日
田
市

大
字
夜

明

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

羽
田
町

⑥ 

日
田
市

大
字
羽

田

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り



令
和
五
年
十
月
二
十
七
日

七

大
分
県
報
（
告
示
・
選
管
委
告
示
）

尾
当
町

②

日
田
市

大
字
有

田

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

東
羽
田

町
⑤

日
田
市

大
字
羽

田

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

羽
田
町

⑦

日
田
市

大
字
羽

田

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

森
ノ
本

②

日
田
市

大
字
東

有
田

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

藪
①

日
田
市

大
字
東

有
田

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

池
ノ
塔

①

日
田
市

天
瀬
町

馬
原

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

北
平
③

日
田
市

天
瀬
町

馬
原

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

仏
石
⑤

日
田
市

大
字
高

瀬

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

三
春
原

①

日
田
市

大
字
小

山

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

○
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
二
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
、
第
七
十
五
条
、
第
七
十
六
条
、
第
八

十
条
、
第
八
十
一
条
及
び
第
八
十
六
条
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
令
和
五
年
十
月
二
十
一
日
現
在
で
大
分
県
議
会
議
員

及
び
大
分
県
知
事
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
（
以
下
「
選
挙
権
を
有
す
る
者
」
と
い
う
。
）
の
総
数
の
五
十
分

の
一
の
数
及
び
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
四
十

万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得

た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て

得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て

得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

令
和
五
年
十
月
二
十
七
日

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

一　
　
　

木　
　
　

俊　
　
　

葊　

一　

地
方
自
治
法
第
七
十
四
条
及
び
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の

一
の
数 

一
八
、
八
二
一
人

二　

地
方
自
治
法
第
七
十
六
条
、
第
八
十
一
条
及
び
第
八
十
六
条
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営

に
関
す
る
法
律
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四

十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合

に
あ
つ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て

得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）

 

二
一
七
、
六
二
七
人

三　

地
方
自
治
法
第
八
十
条
の
規
定
に
よ
る
大
分
県
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者  

の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
四
十
万

を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得

た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算

し
て
得
た
数
）

大　
　

分　
　

市 

一
三
二
、
〇
八
三
人

別　
　

府　
　

市 

三
一
、
四
四
九
人

中　
　

津　
　

市 

二
二
、
五
二
七
人



令
和
五
年
十
月
二
十
七
日

八

大
分
県
報
（
選
管
委
告
示
・
公
告
）

日　
　

田　
　

市 

一
七
、
三
五
二
人

佐　
　

伯　
　

市 

一
九
、
二
〇
七
人

臼　
　

杵　
　

市 

一
〇
、
四
二
五
人

津　

久　

見　

市 

四
、
六
四
五
人

竹　
　

田　
　

市 

五
、
七
五
六
人

豊
後
高
田
市 

六
、
〇
九
四
人

杵　
　

築　
　

市 

七
、
七
七
七
人

宇　
　

佐　
　

市 
一
四
、
九
三
六
人

豊
後
大
野
市 
九
、
六
二
三
人

由　
　

布　
　

市 
九
、
三
一
七
人

国
東
市
・
姫
島
村　

 

八
、
一
三
九
人

日　
　

出　
　

町 

七
、
七
八
三
人

九
重
町
・
玖
珠
町 

六
、
五
六
二
人

○
公
　
　
　
　
　
告

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　
　

中
津
都
市
計
画
用
途
地
域
（
中
津
市
決
定
）

二　

縦
覧
場
所

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号　

大
分
県
土
木
建
築
部
都
市
・
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

　

次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
月
二
十
七
日

大
分
県
立
病
院
長　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

昌　
　
　

司　

一　

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

　
　

診
療
材
料
等
調
達
及
び
物
品
管
理
業
務
委
託

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

大
分
県
立
病
院
事
務
局
会
計
管
理
課

　
　

大
分
市
豊
饒
二
丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　

令
和
五
年
九
月
五
日     

四　

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

　
　

エ
ム
・
シ
ー
・
ヘ
ル
ス
ケ
ア
株
式
会
社　

代
表
取
締
役　

三　

池　

正　

泰

　
　

東
京
都
港
区
港
南
二
丁
目
十
六
番
一
号

五　

落
札
金
額

　
　

二
十
億
千
百
六
十
八
万
五
千
五
百
六
十
二
円
（
年
額
。
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　

一
般
競
争
入
札

七　

一
般
競
争
入
札
を
公
告
し
た
日

　
　

令
和
五
年
七
月
二
十
五
日

　

次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
月
二
十
七
日

大
分
県
立
病
院
長　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

昌　
　
　

司　

一　

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

　
　

手
術
台
一
式
（
本
体
及
び
周
辺
機
器
の
搬
入
・
設
置
並
び
に
現
有
機
器
の
撤
去
を
含
む
。
）

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

大
分
県
立
病
院
事
務
局
会
計
管
理
課

　
　

大
分
市
豊
饒
二
丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　

令
和
五
年
九
月
五
日

四　

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

　
　

株
式
会
社
田
吹
ム
ト
ウ　

本
店
営
業
部　

部
長　

正　

喜　

浩　

司

　
　

大
分
市
大
石
町
五
丁
目
三
―
二

五　

落
札
金
額

　
　

三
千
三
百
四
十
四
万
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　

一
般
競
争
入
札

七　

一
般
競
争
入
札
を
公
告
し
た
日



令
和
五
年
十
月
二
十
七
日

九

大
分
県
報
（
公
告
）

　
　

令
和
五
年
七
月
二
十
五
日


